
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆講 師：佐藤貴美法律事務所代表 

弁護士 佐藤貴美 氏 

 

☆対象者：（公社）佐賀県宅地建物取引業協会 会員の方 

（公社）全国賃貸不動産管理業協会 会員の方 

不動産賃貸業を営む経営者の方 

その他、賃貸不動産管理業に興味をお持ちの方 

 

☆日 時：令和５年１０月４日（水） 

（受付：13:３０～ 14:00 開始～16:00 まで） 

場 所：アバンセ（佐賀市） 第３研修室 

☆定 員：６０名（先着順） 

 

 

 

 

☆申込先：電 話 ０９５２－３２－７１２０ 

ＦＡＸ ０９５２－３２－７１５３ 

e-mail info@saga-takken.or.jp 

 

※お名前とご連絡先を記入いただきお送りください。 

お名前 ご住所（市町まで） ご連絡先 

   

 

 

 

 

 

 

☆テーマ：『賃貸管理に係る民法改正（債権編・物権編）のポイント』 

    公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会佐賀本部 

主 催：公益社団法人 佐賀県宅地建物取引業協会 


